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火葬等許可事務は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）に基づき市区町村が行う、死
体火葬許可証、死体埋葬許可証、死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証及び改葬許可証の作成及び交付に係
る事務である。

火葬等許可事務を処理するために各市区町村が保有する火葬等許可事務システムについては、従来、
国統一の標準仕様書は無く、多くの場合、戸籍情報システム及び人口動態調査事務システムと一体のシ
ステムとして開発・導入され、一部では住民記録システムと一体のシステムとして開発・導入される事
例等も見られるという実態の下、各市区町村にて個別にその運用が行われてきたところである。

このような中、令和５年３月29日に公布・施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する
法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令」（令和５年政令第78
号）による 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務
を定める政令」 （令和４年政令第１号）の一部改正等により、火葬等許可事務も「地方公共団体情報シ
ステムの標準化に関する法律」（令和３年法律第40号。以下「標準化法」という。）第２条第１項に規
定する標準化対象事務と位置付けられることとなり、各市区町村が保有する火葬等許可事務システムは、
標準化法第８条第１項に基づき、標準化法第５条第２項第４号に規定する標準化基準に適合した標準準
拠システムへと移行しなければならないこととなった。

このような経緯を踏まえ、厚生労働省においては、令和５年８月31日に火葬等許可事務システム標準
仕様書【第1.0版】を策定・公表したところであるが、引き続き、標準化法の下に示される政府方針や関
連制度・システムのその後の動向、技術的調整の結果等を踏まえ、その改定に向けた検討を行う必要が
ある。

背景と目的
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作業者 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

検討会

全国意見照会

標準仕様書作成
事業者

開発事業者
（６ベンダー）
自治体
（茨城県五霞町、
東京都新宿区、東
京都大田区、東京
都渋谷区、東京都
江戸川区、愛知県
岡崎市、広島県広
島市、福岡県春日
市、沖縄県今帰仁
村）

第１回（10/３）

• 標準仕様書【第2.0版】の作成スケジュールは下記のとおり。

第２回（11月上旬） 第３回（１月中旬）

標準仕様書【第2.0版】
公表（１月末）

標準仕様書【第2.0版】作成スケジュール
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アンケート
回答

標準仕様書
改定素案作成

アンケート
回答

意見反映 意見
反映

全国意見照会
（11月中旬～
12月上旬）

意見反映 意見
反映

アンケート発出
（７/16） アンケート

集計
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全業務に共通するデジタル庁方針への対応の説明
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No. カテゴリ 改定項目 改定箇所 備考

１ デジタル庁方針
への対応

帳票IDの採番対応 • （別紙3）帳票詳細要件
• （別紙4）帳票レイアウト

２ 帳票要件に係る適合基準日欄等
の追加対応
（改定履歴の追加対応も併せて
実施※）

• 本編
• （別紙1）業務フロー
• （別紙2-2）管理項目
• （別紙3）帳票詳細要件
• （別紙4）帳票レイアウト

※改定履歴の追加対応は、
適合基準日欄等の追加対応
に伴い実施するもの

改定項目一覧
• 全業務に共通するデジタル庁方針への対応として実施する改定の内容は以下のとおり。
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１．帳票IDの採番対応（１/２）
• デジタル庁が公表している「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種IDの管理方針

【第1.4版】」においては、帳票毎を一意に定めることを目的として、3桁の業務ID及び4桁の帳票コードを
合わせた、合計7桁の帳票IDを採番することが示されている。

• 同方針を踏まえ、火葬等許可事務システム標準仕様書【第1.0版】で示している10帳票について、帳票IDの
採番を行う。
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帳票ID
(今回付番)

対象帳票 帳票IDの追加箇所

0390001 死体火葬許可証 （別紙3）帳票詳細要件
・帳票詳細要件一覧
・帳票詳細要件

（別紙4）帳票レイアウト
・帳票レイアウト一覧

0390002 死胎火葬許可証

0390003 死体火葬許可申請書

0390004 死胎火葬許可申請書

0390005 死体埋葬許可証

0390006 死胎埋葬許可証

0390007 死体埋葬許可申請書

0390008 死胎埋葬許可申請書

0390009 改葬許可証

0390010 改葬許可証別紙

対象帳票一覧

１．帳票IDの採番対応（２/２）
• 帳票IDの採番が必要な帳票とそれぞれに付番されるID、帳票IDの追加イメージは以下のとおり。

帳票ID追加イメージ（例:（別紙3）帳票詳細要件）



• デジタル庁が公表している「標準仕様書間の横並び調整方針」においては、帳票要件について、いつまでに
帳票を実装する必要があるかを明確化するため、 「２.標準仕様書のファイル形式及びレイアウトに関する
こと」として、以下の遵守事項が示されている。
1. 帳票要件のうち、帳票ID単位で帳票を示す資料において、適合基準日欄を設け、実装必須機能とされて

いる帳票要件については、適合基準日を明示すること。
2. 帳票IDを変更せずに既存の帳票要件の内容を変更する場合には、最新の適合基準日を適合基準日欄に記

載し、従前の適合基準日は備考欄等に記載すること。
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２．帳票要件に係る適合基準日欄等の追加対応（１/２）



• 前記方針を踏まえ、（別紙3）帳票詳細要件に適合基準日欄と備考欄を設けることとする。また、これに併
せて、より詳細な適合基準日の管理を可能とするため、改定履歴のページを追加する。

２．帳票要件に係る適合基準日欄等の追加対応（２/２）

帳票ID 対象帳票
0390001 死体火葬許可証

0390002 死胎火葬許可証

0390003 死体火葬許可申請書

0390004 死胎火葬許可申請書

0390005 死体埋葬許可証

0390006 死胎埋葬許可証

0390007 死体埋葬許可申請書

0390008 死胎埋葬許可申請書

0390009 改葬許可証

0390010 改葬許可証別紙

対象帳票一覧 適合基準日欄、備考欄の追加イメージ

改定履歴
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• 「標準仕様書間の横並び調整方針」において、機能要件の改定時は、改定履歴を公開することとされており、
標準仕様書【第1.0版】においても、（別紙2-1）機能・帳票要件に改定履歴のページを設けているところ。

• また、前記「２．帳票要件に係る適合基準日欄等の追加対応」のとおり、今般の改定に当たり、（別紙3）
帳票詳細要件にも改定履歴のページを追加することとしているが、改定履歴のページを設けることで、より
詳細な適合基準日の管理が可能になることから、これら以外のドキュメントについても改定履歴のページを
追加することとする。
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２－１．改定履歴の追加対応（適合基準日欄等の追加対応に伴い実施）

（例）本編の改定履歴

No. ドキュメント 改定履歴
の有無

追加対象

１ 本編 ✕ ○
２ （別紙1）

業務フロー
✕ ○

3 （別紙2-1）
機能・帳票要件

○ －

4 （別紙2-2）
管理項目

✕ ○

5 （別紙3）
帳票詳細要件

✕ ○
前項で追加

6 （別紙4）
帳票レイアウト

✕ ○

ドキュメント一覧
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その他の改定事項の説明



No. カテゴリ 改定項目 改定箇所 備考
１ 要望・意見を

踏まえて改定
する事項

帳票の発行年月日の任意設
定機能に係る実装類型の変
更

• （別紙2-1）機能・帳票要件

２ 帳票の一覧表示・一括出力
機能に係る実装類型の変更

• （別紙2-1）機能・帳票要件

３ 印刷設定に関する機能要件
の変更

• （別紙2-1）機能・帳票要件

４ 関連制度・シ
ステムの動向
を踏まえて改
定する事項

氏名の振り仮名法制化に伴
う機能要件・管理項目の変
更

• （別紙2-1）機能・帳票要件
• （別紙2-2）管理項目

５ 事務局で改定
が必要と判断
した事項

帳票レイアウトの項目名の
修正

• （別紙4）帳票レイアウト

６ 業務フローの記載事項の修
正

• （別紙1）業務フロー

７ その他機能要件の見直し • （別紙2-1）機能・帳票要件

13

改定項目一覧
• その他、要望・意見や関連制度・システムの動向等を踏まえて実施する改定の内容は以下のとおり。
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• （別紙2-1）機能・帳票要件において、帳票の発行年月日を任意で設定し出力できる機能を実装必須機能としてい
る。

• 先般、PMOツールを経由して、当該機能を標準オプション機能とすることを求める意見がベンダーから寄せられ
た。

• 本検討会の構成員となっている自治体及びベンダーを対象にして実施したアンケートの結果によると、システムで
自動入力された発行年月日を変更することがないとする自治体が過半数を占めるとともに、機能実装していないベ
ンダーも半数あったということに加え、実装に懸念を示すベンダー意見もあったことから、帳票の発行年月日を任
意で設定し出力できる機能の実装類型を、実装必須機能から標準オプション機能に変更する。

• また、発行年月日を変更する際はシステムでアラートを出すべきという意見があったことを踏まえ、システムで自
動入力された日付を変更する場合のガイダンス表示に関する要件を追加する。

（別紙2-1）機能・帳票要件
大項目 :00 共通
中項目 :0.7 帳票出力機能
小項目 :0.7.4 発行情報
機能名称:発行情報
改定種別:ー
機能ID :0390035
機能要件:帳票の発行年月日は任意で設定し、出力できること。

※1 初期値としてシステム日付を設定すること。
※2 発行年月日が未入力の場合は、発行年月日を印字しないこと。
※3 デフォルトで入力された日付を変更する際はガイダンス（メッセージ）を表示できること。

実装類型:標準オプション機能

１．帳票の発行年月日の任意設定機能に係る実装類型の変更
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Appendix）標準仕様書の改定箇所
• （別紙2-1）機能・帳票要件において、当該機能の機能要件に日付変更時のガイダンス表示に関する要件を

追加するとともに、実装類型を実装必須機能から標準オプション機能に変更する。
■変更前

■変更後
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• （別紙2-1）機能・帳票要件において、帳票を一覧形式で表示し、一括で出力する帳票を指定することができる機
能を実装必須機能としている。

• 先般、PMOツールを経由して、当該機能を標準オプション機能とすることを求める意見がベンダーから寄せられ
た。

• 本検討会の構成員となっている自治体及びベンダーを対象にして実施したアンケートの結果によると、過半数の自
治体では一括出力をすることがなく、一括出力ができないことによる不都合や業務上の課題も通常運用の範囲では
特に感じていないと思われる一方で、場合によっては運用上の手間が増えるとの意見もあったことから、帳票を一
覧形式で表示し、一括で出力する帳票を指定することができる機能は、実装必須機能から標準オプション機能に変
更する。

（別紙2-1）機能・帳票要件
大項目 :00 共通
中項目 :0.7 帳票出力機能
小項目 :0.7.6 一括出力
機能名称:一括出力
改定種別:ー
機能ID :0390037
機能要件:出力可能な帳票が複数存在する場合、出力可能な帳票種類が一覧形式で表示され、

一括で出力する帳票を指定できること。
実装類型:標準オプション機能

２．帳票の一覧表示・一括出力機能に係る実装類型の変更
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Appendix）標準仕様書の改定箇所
• （別紙2-1）機能・帳票要件において、当該機能の実装類型を実装必須機能から標準オプション機能に変更

する。
■変更前

■変更後
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• （別紙2-1）機能・帳票要件において、印刷設定に関する機能を標準オプション機能としている。
• 先般、本検討会の構成員となっている自治体及びベンダーを対象に、火葬等許可事務システム標準仕様書に関する

アンケートを行ったところ、実装必須機能への変更を求める意見が寄せられた。

• 印刷設定に関する機能自体は運用上必須であると言えるため、標準オプション機能から実装必須機能に変更する。
• ただし、（別紙2-1）機能・帳票要件に定められている印刷設定に関する機能要件中、原稿の向き、出力先の指定、

カラー／白黒選択、解像度指定に関する要件については、必ずしも運用に必須のものとは言えないことから、この
ような運用に必要ないと考えられる要件を削除し、印刷時の出力プリンタの変更及び用紙（カセット）指定に関す
る要件のみを機能要件として定義する。

（別紙2-1）機能・帳票要件
大項目 :00 共通
中項目 :0.7 帳票出力機能
小項目 :0.7.9 印刷設定
機能名称:印刷設定
改定種別:ー
機能ID :0390040
機能要件:印刷時の出力プリンタの変更、用紙（カセット）指定ができること。
実装類型:実装必須機能

３．印刷設定に関する機能要件の変更



19

• （別紙2-1）機能・帳票要件において、当該機能の機能要件を見直した上で、実装類型を標準オプショ
ン機能から実装必須機能に変更する。

Appendix）標準仕様書の改定箇所

■変更前

■変更後



４．氏名の振り仮名法制化に伴う対応
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現
状

• 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律
第48号）が成立し、戸籍の氏名に振り仮名が振られることになった。

• 火葬等許可事務システム標準仕様書【第1.0版】においては、戸籍情報システムからの連携を想定し、死体火葬、
死体埋葬に係る管理項目に「死亡者氏名の振り仮名」を盛り込むとともに、「死亡者氏名の振り仮名」による許可
証検索を可能とする機能要件を定めている。

• 今般の氏名の振り仮名法制化に伴い、住民記録システム・人口動態調査事務システムのいずれにおいても氏名の振
り仮名が保持されることになるところ、今般の標準仕様書改定に先立ち、デジタル庁が公表しているデータ要件・
連携要件においては、これらのシステムから火葬等許可事務システムへの「氏名の振り仮名」の連携に関する要件
についても既に盛り込まれている。

方
針

• 死体火葬、死体埋葬に係る「死亡者氏名の振り仮名」以外の「氏名の振り仮名」についても、住民記録システム・
人口動態調査事務システムからの連携を想定し、管理項目として追加するとともに、検索に関わる各機能要件の検
索項目や検索結果を一覧表示する際の表示項目に盛り込む。

• なお、これと併せて、【第1.0版】では検索項目・表示項目となっていなかった「申請者の氏名」「申請者の住
所」についても、検索項目・表示項目として追加することとする。

【対象ドキュメント】
• （別紙2-1）機能・帳票要件
• （別紙2-2）管理項目



４．氏名の振り仮名法制化に伴う対応_ （別紙2-1）機能・帳票要件

仕
様
書
案

（別紙2-1）機能・帳票要件に下記の内容を反映する。
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機能ID 変更内容
0390023 住民記録の検索項目に「氏名の振り仮名」を追加する。

0390025 住民記録の検索結果を一覧表示する際の表示項目に「氏名の振り仮名」を追加する。

0390052 死体火葬許可証、死体埋葬許可証の管理項目に「申請者の氏名の振り仮名」を追加する。

0390056 死体火葬許可証、死体埋葬許可証の検索項目に「申請者の氏名」「申請者の氏名の振り仮名」「申
請者の住所」を追加する。

0390058 死体火葬許可証、死体埋葬許可証の検索結果を一覧表示する際の表示項目に「申請者の氏名」「申
請者の氏名の振り仮名」「申請者の住所」を追加する。

0390061 死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証の管理項目に「父の氏名の振り仮名」「母の氏名の振り仮名」
「申請者の氏名の振り仮名」を追加する。

0390064 死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証の検索項目に「父の氏名の振り仮名」「母の氏名の振り仮名」
「申請者の氏名」「申請者の氏名の振り仮名」「申請者の住所」を追加する。

0390066 死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証の検索結果を一覧表示する際の表示項目に「父の氏名の振り仮
名」「母の氏名の振り仮名」「申請者の氏名」「申請者の氏名の振り仮名」「申請者の住所」を追
加する。

0390069 改葬許可証の管理項目に「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」を追加する。

0390074 改葬許可証の検索項目に「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名」「申請者の氏名の振り仮名」
「申請者の住所」を追加する。

0390076 改葬許可証の検索結果を一覧表示する際の表示項目に「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名」
「申請者の氏名の振り仮名」「申請者の住所」を追加する。



Appendix）住民基本台帳_機能別連携仕様
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• 以下のとおり、デジタル庁が公表しているデータ要件・連携要件においては、住民記録システムから火葬等
許可事務システムに対して「氏名_振り仮名（フリガナ）」が連携されることとされている。



Appendix）人口動態調査_機能別連携仕様
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• 以下のとおり、デジタル庁が公表しているデータ要件・連携要件においては、人口動態調査事務システムか
ら火葬等許可事務システムに対して「父の氏名_振り仮名」「母の氏名_振り仮名」が連携されることとされ
ている。



Appendix）標準仕様書の改定箇所の例（変更前）
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• （別紙2-1）機能・帳票要件において、該当する機能の機能要件に氏名の振り仮名等を追加する。



Appendix）標準仕様書の改定箇所の例（変更後）
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• （別紙2-1）機能・帳票要件において、該当する機能の機能要件に氏名の振り仮名等を追加する。



４．氏名の振り仮名法制化に伴う対応_ （別紙2-2）管理項目

仕
様
書
案

（別紙2-2）管理項目に下記の内容を反映する。

•1.1.死体火葬、1.2.死体埋葬
- 管理項目

- 「申請者の氏名の振り仮名」の項目を追加する。
- 住民記録システムからの連携

- 「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」を連携項目として設定する。

• 1.3.死胎火葬、 1.4.死胎埋葬
- 管理項目

- 「父の氏名の振り仮名」「母の氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」の項目を追加する。
- 住民記録システムからの連携

- 「父の氏名の振り仮名」「母の氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」を連携項目として設定す
る。

- 人口動態調査事務システムからの連携
- 「父の氏名の振り仮名」「母の氏名の振り仮名」を連携項目として設定する。

•1.5.改葬
- 管理項目

- 「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」の項目を追加する。
- 住民記録システムからの連携

- 「死亡者氏名の振り仮名」「申請者の氏名の振り仮名」を連携項目として設定する。

26
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Appendix）標準仕様書の改定箇所（死体火葬・死体埋葬）
• （別紙2-2）管理項目について、以下のとおり管理項目の追加・連携項目の設定を行う。



Appendix）標準仕様書の改定箇所（死胎火葬・死胎埋葬）
• （別紙2-2）管理項目について、以下のとおり管理項目の追加・連携項目の設定を行う。

28



Appendix）標準仕様書の改定箇所（改葬）
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• （別紙2-2）管理項目について、以下のとおり管理項目の追加・連携項目の設定を行う。



５．帳票レイアウトの項目名の修正

30

現
状

方
針

仕
様
書
案

• 死胎火葬許可証、死胎火葬許可申請書、死胎埋葬許可証、死胎埋葬許可申請書において、申請者に関する情報を記
載する欄の項目名が「申請者の住所、氏名」となっている。

• 死胎火葬許可証、死胎火葬許可申請書、死胎埋葬許可証、死胎埋葬許可申請書において、申請者に関する情報を記
載する欄の項目名を、法令上の表記のルールに倣って、「申請者の住所及び氏名」とする。

• 以下の帳票レイアウトについて「申請者の住所、氏名」を「申請者の住所及び氏名」に変更する。

（別紙4）帳票レイアウト
0390002 死胎火葬許可証
0390004 死胎火葬許可申請書
0390006 死胎埋葬許可証
0390008 死胎埋葬許可申請書



31

Appendix）標準仕様書の改定箇所の例（死胎火葬許可証）
• （別紙4）帳票レイアウトの該当箇所について、「申請者の住所、氏名」を「申請者の住所及び氏名」に変更

する。
■死胎火葬許可証の変更前 ■死胎火葬許可証の変更後
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• （別紙1）業務フロー 1.1.死体火葬許可証、死体埋葬許可証作成・印刷、1.2.死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証作
成・印刷、1.3.改葬許可証作成・印刷、1.4.火葬等許可証再交付の各フローについて、申請書等を所定のファイル
に綴るフローの説明が「書類の編纂」という記載になっている。

• （別紙1）業務フロー 1.1.死体火葬許可証、死体埋葬許可証作成・印刷、1.2.死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証作
成・印刷、1.3.改葬許可証作成・印刷、1.4.火葬等許可証再交付の該当箇所について、一般的な用法に倣って、
「書類の編纂」から「書類の編綴」に変更する。

• 以下の業務フローについて「書類の編纂」を「書類の編綴」に変更する。

（別紙1）業務フロー
1.1.死体火葬許可証、死体埋葬許可証作成・印刷
1.2.死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証作成・印刷
1.3.改葬許可証作成・印刷
1.4.火葬等許可証再交付

６．業務フローの記載事項の修正
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• （別紙1）業務フローの該当箇所の記載を「書類の編纂」から「書類の編綴」に変更する。

Appendix）標準仕様書の改定箇所の例（死体火葬・死体埋葬）

■変更前

■変更後



７．その他機能要件の見直し

34

現
状

方
針

仕
様
書
案

• 住民記録システムとの連携を想定した機能に関し、（別紙2-1）機能・帳票要件において定める機能要件の中には、
デジタル庁が公表しているデータ要件・連携要件において住民記録システムから火葬等許可事務システムへ連携さ
れることとなっていない項目についても連携されることを前提とした記述がされているものがある。

• （別紙2-1）機能・帳票要件においては、死体火葬許可証・死体埋葬許可証の管理項目のうち「死亡者氏名の振り
仮名」についても、不詳の場合は「不詳」等と入力することとしている。

• 住民記録システムとの連携を想定した機能に関し、（別紙2-1）機能・帳票要件において定める機能要件から、住
民記録システムから連携されない項目に関する記述を削除する。

• 死亡者氏名の振り仮名については許可証に表示される事項ではなく、必ずしも不詳の場合に「不詳」等と入力する
ことを求める必要はないことから、（別紙2-1）機能・帳票要件において、不詳の場合に「不詳」等と入力するこ
ととしている項目から「死亡者氏名の振り仮名」を削除する。

• （別紙2-1）機能・帳票要件を、【修正内容】のとおり修正する。

【対象ドキュメント】
• （別紙2-1）機能・帳票要件

【修正内容】
• 機能ID:0390023について、住民票検索をする際の検索項目から「世帯番号」を削除する。
• 機能ID:0390025について、住民票検索の結果一覧画面に表示する項目から「世帯主との続柄」と「世帯主氏

名」を削除する。
• 機能ID:0390052について、不詳の場合に「不詳」等と入力することとなる項目から「死亡者氏名の振り仮名」

を削除する。



Appendix）標準仕様書の改定箇所（変更前）
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• （別紙2-1）機能・帳票要件について、以下のとおり一部記述の削除を行う。



Appendix）標準仕様書の改定箇所（変更後）
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• （別紙2-1）機能・帳票要件について、以下のとおり一部記述の削除を行う。
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戸籍情報の参照・利用に関する説明
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• 令和５年８月の【第1.0版】策定時、戸籍情報を参照・利用する機能については、法務省と調整中であるとして、
標準仕様書に盛り込むことを見送った。

• 戸籍事務・火葬等許可事務に関する現行の法令・考え方を踏まえると、火葬等許可事務における戸籍情報の参照・
利用を可能とする根拠を見出し難い。

• 今般の標準化に当たり戸籍情報を参照・利用する機能の実装はしないこととし、標準化後の火葬等許可事務の運用
の状況を踏まえながら、制度の在り方を含めた将来的な課題として、必要に応じて検討を行っていく。

―

戸籍情報の参照・利用に関する説明


